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まえがき

　本シリーズは、先進各国が進める「防衛外交（Defense Diplomacy）」に関する
研究成果である。
　近年、各国の防衛当局は自らの有する人的資源や資機材等の軍事アセットを活
用して、他国の軍事機構との関係を主体的に構築しようとしている。こうした取
り組みは駐在武官や連絡要員による情報収集や関係構築にとどまらず、高官や部
隊の交流、共同演習やセミナーの実施、防衛装備品の供与や訓練など多岐にわた
る活動から構成され、相手国との距離を縮め自国の影響力やプレゼンスを高める
ことを目的とする。
　これらの取り組みは、一般に「防衛外交」や「防衛関与（Defense Engagement）」
と呼称され、平時における軍隊の役割として、国際的に有用性が高いものと評価さ
れている。例えばイギリスでは「国際防衛関与戦略」として概念化され、対外影響
力拡大の主要な政策手段として積極的に活用されている。フランスは危機予防を
念頭に、軍の対外関与を通じて旧植民地の国々との関係維持を図っている。中国も

「軍事外交（Military Diplomacy）」を標榜してインド太平洋やアフリカでのプレゼン
スを高めつつある。
　日本においても、冷戦終結後に細々と始まった防衛交流・防衛協力が、今では
質量ともに飛躍的に増加している。2012年から他国軍に対する能力構築支援が展
開されており、装備品の移転とあわせて防衛省・自衛隊の対外的な政策が注目さ
れる。一方で、日本での防衛外交についての政策議論はまだ揺籃期にあり、関連
書籍や論文も多くない。このため、笹川平和財団「民間防衛外交研究」事業では、
防衛外交の先進5カ国（イギリス・フランス・オーストラリア・アメリカ・中国）
を対象に事例調査を実施することにした。読者諸氏が防衛外交について考える一
助となれば幸いである。

笹川平和財団 安全保障事業グループ
主任研究員 西田一平太
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[事業概要］

本事業は、先進各国の防衛外交の事例を調査するとともに概念整理をし、日本の防衛外交へ

の政策的な示唆を導出することを目的とした研究事業である。通常、防衛外交は政府による

活動を指すが、笹川平和財団では日本とベトナムとの佐官級人的交流事業を行うなど、民間

の立場をいかして日本の防衛外交を補完する役割を果たしている。こうしたことも踏まえ、

プロジェクト名に民間の文字を冠している。
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フランスの防衛・安全保障協力
―世界大の軍事ネットワークを土台とした危機管理

合六 強

はじめに

　今日、防衛外交は、主要国において防衛・安全保障政策上の目標を達成する上

で重要な手段と位置付けられている。この語の定義は必ずしも定まっていないが、

多くに共通する要素として、①軍を中心とした防衛アセットを外交手段として用

いること、②平時に用いること、そして③国家が掲げる特定の目標を実現するた

めに行われること、が指摘できよう1。そこには、戦略対話、能力構築支援、共同

演習・訓練、装備品提供、信頼醸成などさまざまな活動が含まれており、その分

野や規模は拡大している。慶應義塾大学の鶴岡路人氏が指摘するように「国際関

係全体の営みにおいて、防衛外交が占める割合が大きくなりつつある」のである2。

　本稿では、世界大の軍事的ネットワークを持つフランスの防衛外交について、

中でも危機の予防という観点から重視されている防衛・安全保障協力に焦点を合

わせて論じる。まず、仏政府における防衛外交という用語の使われ方を整理・検

討した上で、防衛・安全保障協力の概要を制度やアクターに注目して明らかにす

る。次に、防衛・安全保障協力の主な対象となっているアフリカに対する政策の

歴史的変遷と具体的な協力事業、そして近年、フランスが関与を強めるインド太

平洋地域における協力内容をみていく。その上で最後にフランスの課題と日本へ

の含意について述べたい。
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1   フランスにおける「防衛外交」の定義

　防衛外交という言葉は仏政府において必ずしも頻繁に使われているわけではな

い。1972年以来5回にわたって発表されている「防衛・国家安全保障白書」（以

下「白書」、2017年版は「戦略レビュー」）ではこの語は用いられていないし、英

国や豪州で用いられているほぼ同義の「防衛関与」といった語もみられない3。ま

た、英政府が発表している「国際防衛関与戦略」のような、防衛外交（あるいは

防衛関与）の定義、国家安全保障戦略全体の中での位置付け、行動指針などを体

系的に説明した政治文書も管見の限り存在しない。

　他方、国防省（現・軍事省）内で用いられるドクトリン・レベルではこの語は

散発的に使われている。初めて用いられたのは、同省の「概念・ドクトリン・実

験センター」が2002年7月に作成した文書「危機予防と防衛外交」においてであ

る。その中で、防衛外交は「危機が発生するリスクの予防、また海外における目

標実現のために、軍がフランスの外交活動に参加すること。関係国における危機

発生時には、同国の軍事的手段に対する支援や、軍事的手段の使用も含む」と定

義されている。なお、この定義は、同センターが2011年に発表した文書「外国軍

に対する任務的軍事支援」でも確認できる4。

　また、2014年の文書「対外危機予防に対する軍の貢献」では、「防衛外交は危

機予防の一つの手段である。これは、政府が行う二国間・多国間の行動に軍が参

加することである」と定義し、具体的な行動方針として、①二国間・多国間戦略

対話、②国際機関での外交活動の支援、③軍備管理とそれに伴う信頼醸成、④防

衛協力と治安部門改革（SSR）への支援を挙げている5。

　このように、フランスの政府文書では防衛外交という語はあまり使用されてお

らず、また統一的な定義があるわけではない。それでも実際にはその範疇に入る

諸活動―防衛協力、戦略対話、軍備管理、教育、訓練等を行っている。その特

徴は、第1に、危機の予防手段として考えられている点である。予防は、抑止、防

護、認識・予測、介入と並んで、フランスの防衛・安全保障政策の柱としてこれ

までの「白書」や「戦略レビュー」において特別な位置付けがなされてきた概念

である6。第2に、必ずしも平時のみを想定しているわけではない点も重要であろ

う。危機に近い段階、また危機発生段階のより作戦的な活動（例えばパートナー
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諸国の軍への助言等の軍事的支援）も防衛外交の範疇に含まれると考えられる。

つまり、フランスの防衛外交は、直接的な軍事介入や戦闘任務以外で防衛アセッ

トを危機予防や危機管理、そして危機からの脱出のために用いることを指してい

るといえよう7。そしてその中核となっているのが次節でみる防衛・安全保障協力

（La coopération de sécurité et de défense）である。

2   フランスの防衛・安全保障協力の概要

　フランスの防衛・安全保障協力の目的は、法の支配の下で相手国や地域の安

定性を強化すること、協力を通じてフランスの影響力や評判を維持・拡大する

ことにある8。そしてそれは「構造的協力（coopération structurelle）」と「任務

的協力（coopération opérationnelle）」に分類され、前者にはより長期的な事業

が、後者にはより短期・中期的な事業が含まれている。それぞれ管轄する組織も

異なり、前者は外務省の安全保障防衛協力局（La Direction de la Coopération 

de Sécurité et de Défense: DCSD）が、後者は国防省の参謀本部（L’État-Major 

des Armées: EMA） と 内 務 省 の 国 際 協 力 局（La Direction de la Coopération 

Internationale: DCI）が主導している9。

　構造的協力は、長期的事業を通じて危機の発生を予防する能力、また危機発生

時にはそこから抜け出す能力を構築することを目的としている。活動例としては、

セミナーを通じた教育・訓練、助言や監督・査定、軍の能力構築、SSR等が挙げ

られる10。

　これを主導する外務省DCSDは、外交官に加えて、軍、国家憲兵隊、警察から

の出向者、民間防衛の専門家あわせて約400人で構成され、年間約1億ユーロ（約

131億円）で運営されている（局長は国防省から出向の将官、局長補佐は外交

官）。地域別にみると、サブサハラ班とそれ以外の地域を担当する班に分かれてい

る。これはサヘル地域が局の優先地域となっているためである11。

　現場レベルでは、軍、国家憲兵隊、警察等から現地の関連組織に派遣される

「協力者（coopérants）」が指導員や顧問となり、上記の活動を支えている。2013

年の実績では、46カ国に327人の協力者が派遣されている。具体的には、「軍事協

力者」229人が40カ国で、「治安・民間防衛協力者」98人（警察48人、国家憲兵隊
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41人、民間防衛専門家9人）が37カ国で活動していた12。

　DCSDは組織としては外務省内にあるが、一つの局の中で省庁を越えた協力や

調整が図られていることがその大きな特徴といえよう。年に2度、DCSDとEMA

が集まる委員会も存在する。こうした省庁間協力が進められている背景には、国

内治安の問題と安全保障・防衛の問題を区別せず、より包括的に安全保障の問題

を捉えて対処するべきとの発想がある13。

　他方、任務的協力は、短期・中期的な事業で、パートナー諸国の危機管理能

力を向上させるため、軍事的訓練や共同演習を行う、あるいは危機状況を制御

するために相手国の警察等の文民機関と協力を進めるなどしている。現場でこ

れを行うのは、比較的短い間（数週間〜数カ月）現地に派遣される「作戦指導

派遣員」（Détachements d’instruction opérationnelle: DIO）と「技術指導派遣

員」（Détachements d’instruction technique: DIT）で、協力対象は主に下士官レ

ベルである14。例えば、平和維持活動（PKO）に参加するアフリカの部隊の準備

やアフリカ待機軍の能力向上に資する協力を行なっている。任務的協力を主導す

るのは国防省EMAと内務省（警察・国家憲兵隊・民間防衛）DCIで、各国の仏大

使館にいる国防駐在武官（Attaché de Défense）や国内治安を担当する駐在武官

（Attaché de Sécurité Intérieure）が重要な役割を担う。また、在外基地に事前に

配置された部隊や装備によって、アフリカの地域部隊などに対する支援や訓練が

可能になっている15。

3   アフリカに対する防衛・安全保障協力

（1）歴史的経緯
　本節では、フランスの防衛・安全保障協力の大部分を占めるアフリカの事例を

取り上げる。

　フランスは、伝統的に「勢力圏諸国（pays des champs）」と呼ばれる旧植民地

のアフリカ諸国に対してさまざまなネットワークを通じて影響力を維持・拡大し

ようと試みてきた。確かに、冷戦後の1990年代、フランスは支援対象地域の相

対化を試み、英国と同様、民主化した中東欧に対する支援に力を入れた16。だが、

アフリカ大陸には多くの仏企業と約26万人の在留仏人が存在しており、経済のみ
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ならず、自国民の保護を含む安全保障の観点からも、防衛・安全保障協力の主眼

は常にこの地域の安定化に置かれてきた。また、近年は特にアフリカでの危機が、

安全保障、人道、移民、経済の観点から仏本土に直接影響を与える可能性がある

との認識が高まっている17。

　「勢力圏諸国」との軍事面での協力の礎となってきたのが防衛協定である。フ

ランスは1960〜70年代に、中央アフリカ、ガボン、コートジボワール、トーゴ、

カメルーン、セネガル、コモロ、ジブチの8カ国と防衛協定を締結した。その一部

には秘密協定や秘密条項も存在した。これによりフランスはアフリカに軍事プレ

ゼンスを維持することができ、他方、上記アフリカ諸国は軍事攻撃を受けた時の

みならず、国内治安の不安定化に際しても、フランスに軍事支援を要請できた18。

フランスと旧植民地のアフリカ諸国の関係は、「二国間（バイ）」をベースにした

不透明で、家父長的なものだったといえよう。

　だが、冷戦終結後、この関係性は次第に見直されることになる。重要な契機と

なったのが、1994年のルワンダ大虐殺とフランスの軍事介入「トルコ石作戦」の

失敗である。これによりフランスのアフリカ政策への批判が強まると、翌年成立

したシラク（Jacques Chirac）政権は、関連する国内機構や軍事協力のあり方な

どをめぐり改革を断行する19。

　まずは機構改革である。それまでアフリカの旧植民地諸国に対する軍事面で

の援助を担ってきたのは「協力省（Le Ministère de la Coopération）」（1959年

創設）と「協力に関する軍事ミッション（La Mission Militaire de Coopération: 

MMC）」（1965年創設）だった20。しかし、1998年3月の防衛会議の決定により、

協力省は外務省に統合され、MMCは廃止されることになった。そして外務省に

新たに設置されたのが、より広域をカバーし、軍の活動にも権限を有する軍事防

衛協力局（La Direction de la Coopération Militaire et de Défense: DCMD）で

ある21。この局は2009年、すでにみたDCSDに改組され、その権限は警察や民間

防衛の分野にまで及んでいる。

　また、1998年の会議では防衛協力の原則も見直され、①アフリカにおける軍事

プレゼンスの縮小、②軍事介入の目的の限定（原則、自国民の安全確保）、③国

連・欧州連合（EU）との協力下での多国間化、④アフリカ諸国の部隊や地域協力

の発展への支援が決定された22。このような中導入されたのが、能力構築支援プ
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ログラム「RECAMP（アフリカ諸国の平和維持能力の強化：Renforcement des 

capacités africaines de maintien de la paix）」である。これは上記の原則に従い、

アフリカ諸国が地域の安全保障問題に自ら対処できるよう、その軍組織の能力向

上や安全保障分野における地域アーキテクチャの創出を目的として始まった。詳

細は次節で述べる。

　同時期、アフリカではアフリカ統一機構（OUA）がアフリカ連合（AU）へと

発展・改組され、AUの決定に基づく紛争介入が可能となった。またAUは、域内

の紛争予防や解決に向けて、「アフリカ平和安全保障アーキテクチャ（APSA）」

とアフリカ待機軍の創設を目標に掲げた。これにEUも関心を示し、2007年には

「EU・アフリカ戦略パートナーシップ：アフリカ・EU共同戦略（JAES）」が発表

された。こうした両地域機構の動きによって、2008年からRECAMPはその「欧州

化」が進んでいる。フランスは、AUやEUとともにアフリカの安全保障問題の「ア

フリカ化」と「多国間（マルチ）化」を推進したのである23。

　この方向性は、2007年にサルコジ（Nicolas Sarkozy）政権が成立するとより顕

著になる。まず、約40年にわたって維持されてきた防衛協定が、「透明性の原則」

に従って全面的に見直されることになった。その結果、ジブチ以外の国とは、防

衛協定よりもレベルが低く、軍事協力協定よりもレベルの高い「防衛パートナー

シップ協定」として結び直された。ここで重要なのは、防衛条項が削減されたこ

とである。また、ガボン、トーゴ、コートジボワールとの治安維持条項も廃止さ

れた。フランスはアフリカの自助を促すパートナーシップ・ベースの協定に切り

替えたのである24。

　また、サルコジは、アフリカ自身による集団安全保障体制構築への支援を表明

するともに、アフリカが域内の安全保障問題に第一義的な責任を持つ必要性を説

いた上で、EUがその主要なパートナーになることを確認した25。とはいえ、近年

のマリや中央アフリカへの軍事介入にみられるように、アフリカの危機予防・管

理能力や平和維持能力がいまだ十分でない段階にあって、国益が損なわれる場合

には、直接的な軍事介入が行われている。「戦略レビュー」の中でも介入は重視さ

れており、予防と介入（そして防護）の距離感はこれまで以上に近くなっている

と指摘されている26。
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（2）RECAMP─アフリカ諸国の平和維持能力の強化
　1990年代末から、フランスは独自の能力構築支援プログラムを開始した。それ

が、1997年から98年にかけて打ち出された「概念」であり「プログラム」である

RECAMPである。その目的は、アフリカ諸国が域内の危機に対して自力で対処で

きるよう、能力を向上させることにあった27。

　RECAMPの特徴は「多国間主義」である。まず、対象国が仏語圏諸国のみなら

ず、英語圏やポルトガル語圏諸国にも開かれている。そこには、さまざまな国か

ら参加者を募ることで、この分野におけるアフリカ各地域の統合を促す狙いがあ

る。過去には、ガンビアやギニアビサウなど非仏語圏諸国からも参加している。

また、プログラムは、AUや西アフリカ諸国経済共同体（ECOWAS）といった地

域・準地域機構の協力も得て実施されている28。

　2011年の「RECAMPドクトリン」によると、フランスは、①幹部養成・訓練、

②幕僚や部隊の編成・訓練への支援、③部隊活動支援の3つの行動指針に沿って、

アフリカの平和維持能力の向上に努めている29。

　まず、①については、本土の国防大学や国立国防高等研究所（IHEDN）、ま

た次節で詳細にみるアフリカ各地の地域志向を打ち出す軍事学校ENVR（Les 

Ecoles Nationales à Vocation Régionale）等において実施されている。例えば、

IHEDNは、DCSDと協力してアフリカ諸国から参加者を招き、アフリカに関する

フォーラム（FICA）を開いている。

　②については、二国・多国間演習を通じて、幕僚や部隊による軍事行動の訓練

に対する支援を行っている。危機の予測能力や指揮能力の向上、そして部隊の活

動能力の強化を目指している。RECAMP開始以来、フランスは国、準地域、大

陸レベルで2年サイクルの訓練・演習を2007年までに5度実施している。2008年

からは、大陸レベルの演習はフランスに代わってEUが関与し、RECAMPの「欧

州化（EURORECAMP）」が進められている。そして、その下で演習「アマニ

（平和）・アフリカ」を2015年までに2度行った。これにより、現在、フランスの

RECAMPの想定する相手は準地域と各国となっている30。

　③については、3段階に分けた支援が実施されている。まず、「部隊派遣前支援」

として、アフリカ3カ所（ダカール、リーブルビル、ジブチ）に置かれた装備品の

提供、後方支援、部隊の活動準備を支援する専門家の派遣、部隊の輸送が行われ
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る。次に、「部隊派遣後支援」として、装備の使用、兵站、管理・財政に対する支

援を行う。そして最後に、「危機解決プロセス」として、専門家を派遣して危機の

解決を支援するとともに、部隊の能力強化を行う。なお、必要があれば、フラン

スや欧州の指揮下にある部隊を派遣し、現地部隊を支援することも想定されてい

る。

（3）ENVR─地域志向の国立軍事学校
　1997年に始まったENVRは、アフリカ諸国から集まる研修生に対して本土と同

様の質の軍事教育を提供する学校であり、地域志向を強く打ち出している。年間

約2,500人がENVRで学んでおり、これまで2万人以上の研修生が課程を修了して

いる31。これは上記の構造的協力に含まれており、外務省DCSDの訓練ミッション

の「象徴」と考えられている32。

　2017年10月段階でアフリカ10カ国に、各専門分野に特化した14校のENVRが

設置されている（表1）。一般的な軍事訓練、技術・専門的な軍事訓練、軍事医学

訓練、国内治安訓練、PKO訓練に大きく分けられ、幹部養成、海洋安全保障、建

設工学、保健衛生、治安維持、文民保護、地雷除去、平和維持など70以上のコー

スが用意されている。また、これ以外にも多国間事業となっている学校もあり33、

その一つに、マリにある平和維持学校 École de Maintien de la Paix de Bamako 

（EMP）がある（表2）。ここには米国、カナダ、ドイツ、日本、オランダ、スイ

スの財政支援も入っており、仏外務省はこれを「国際協力の真の成功例」と見な

しているが34、背景には予算の制約があったため、他国の支援が入ったという。

それゆえ、今後、予算の制約という問題に直面するたびに、既存のENVRが「イ

ンターナショナルスクール化」していく可能性が指摘されている35。

　ENVRはフランスとホスト国の共同事業である。受け入れを希望する国の要請

に基づいて二国間合意が結ばれた後、近隣諸国からの参加者にも開かれた分野特

化型の軍事学校になるようフランスが支援することになっている。ホスト国は、

場所、建物、人材（講師や事務員を含む）を提供し、学校運営を担う。これに対

して仏側は、技術支援や訓練カリキュラムの知識を提供する（各校には2〜5名の

「協力者」がいる）。また、学生の旅費や生活費も負担している。例えば、2012年

には仏政府は本事業に年間約1,000万ユーロ（約13億円）拠出している36。
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表1 アフリカ10カ国、14校のENVR（2017年10月現在）

国名（都市名） 名称 分野

ニジェール（ニアメ） École des Personnels Paramédicaux des 
Armées de Niamey (EPPAN) 保健衛生

マリ（バマコ） École Militaire d’Administration (EMA) 平和維持

セネガル（ウアカム） Cours d'Application des Officiers de 
Gendarmerie (CAOG) 幹部養成

セネガル（ティエス） École d’Application de l’Infanterie de 
Thiès (EAI) 歩兵隊

ブルキナファソ（ワガドゥグ） Institut Supérieur de Logistique de 
Ouagadougou (ISLO) 兵站

ブルキナファソ（ワガドゥグ） Institut Supérieur d’Etudes de Protection 
Civile (ISEPC) 文民保護

トーゴ（ロメ） École du Service de Santé des Armées de 
Lomé (ESSAL) 保健衛生

ベナン（ウィダー）
Centre de Perfectionnement aux Actions 
post-conflictuelles de Déminage et de 
Dépollution (CPADD)

地雷除去

コンゴ共和国（ブラザビル） École de Génie-Travaux (EGT) 建設工学

ガボン（リーブルビル） École d’Etat-Major de Libreville (EEML) 幹部養成

ガボン（リーブルビル） École d’Application du Service de Santé 
Militaire de Libreville (EASSML) 保健衛生

カメルーン（ヤウンデ） École Supérieure Internationale de 
Guerre (ESIG) 幹部養成

カメルーン（アワエ） École Internationale des Forces de 
Sécurité (EIFORCES) 治安維持

赤道ギニア（ティカ） École Navale (EN) 海洋安全保障

出典：仏外務省HP “Les Ecoles Nationales à Vocation Régionale”より筆者作成。
https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/politique-etrangere-de-la-france/defense-et-securite/cooperation-
de-securite-et-de-defense/les-ecoles-nationales-a-vocation-regionale/

　ENVRには3つの目的がある。第1は、仏本土と同水準の教育内容を、現地の現

実に即して低コストで提供すること。第2は、同じ（準）地域の隣接諸国出身学生

が同じ教育・訓練を一定期間受けることで地域の統合や協力を促すこと。それゆ

え、仏語圏諸国のみならず英語圏やポルトガル語圏の学生も対象としている。そ

して第3は、学校を運営するホスト国のオーナーシップを醸成させることである37。

これによって中長期的な目的であるアフリカの地域安全保障アーキテクチャの創

出やアフリカの平和維持能力向上を達成しようとしている。
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4    インド太平洋地域におけるフランスの防衛・安全保障
協力

　本節では、自らを「インド太平洋の大国38」と称するフランスが、近年力を入

れているインド太平洋地域における防衛・安全保障協力をみていく。

　忘れられがちであるが、フランスはこの地域に海外県・海外領土を有しており、

そこには少なくとも20万人の仏国民が住んでいる。また、米国に次いで世界第2

位の広さを誇る排他的経済水域（EEZ）の67パーセント（%）は太平洋に、26%

はインド洋にある39。さらにフランスは、西インド洋と南太平洋の両地域に海外

基地を置いており、7,000人規模の兵力を常時配備している40。こうしたことから、

フランスはこの地域の秩序、特に海洋秩序の安定化に関心を払ってきた。

　近年、インド太平洋地域の経済的・戦略的重要性が高まる中、フランスはその

戦略的重心をこの地域に「リバランス41」させている。そして、地域秩序の維持

のためとりわけ重視している戦略パートナーが、「戦略レビュー」でも別格の扱い

となっている豪州とインドである42。マクロン（Emmanuel Macron）大統領は

2018年5月に訪問した豪州において、自由で開かれたインド太平洋地域を維持す

るため、今後、価値や地域秩序認識を共有する「パリ＝デリー＝キャンベラ枢軸

が重要な鍵となる」との見方を示し、両国とのさらなる関係強化を打ち出した43。

表2 フランスが支援する学校（2017年10月現在）

国名（都市名） 名称 分野

マリ（バマコ） École de Maintien de la Paix de Bamako 
(EMP) 平和維持

コートジボワール（アビジャン） Institut de Sécurité Maritime Interrégional 
(ISMI) 海洋活動

エチオピア（アディスアベバ） Peace Support Training Center （PSTC） 平和維持

ガーナ（アクラ） Kofi Annan International Peacekeeping 
Training Centre  (KAIPTC) 平和維持

ケニア（ナイロビ） International Peace Support Training 
Center (IPSTC) 平和維持

注　いずれも多国間事業であるが、EMPとISMIについてはENVRに含められることもある。
出典：表1に同じ。
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（1）多国間枠組み
　まず、太平洋地域には、フランス領としてニューカレドニア、仏領ポリネシア、

ウォリス・フツナ、クリッパートンがある。このうちニューカレドニアと仏領ポ

リネシアには軍事基地があり、前者には1,660人規模、後者には1,180人規模の兵

力が駐留している。他方、西インド洋には、レユニオン、マヨット、そして仏領

南方・南極地域の島々があり、レユニオンとマヨットにはあわせて2,000人規模の

兵力が駐留している。また、インド洋周辺ではアラブ首長国連邦（UAE）とジブ

チに基地を置いており、そこにはそれぞれ650人、1,450人規模の兵力がある。こ

れら地域に基地を有するのは欧州でフランスのみであり、こうした軍事プレゼン

スによってフランスは欧州諸国でも随一の戦力投射能力を有している44。また、

基地や事前に配備された人員・装備により、人道支援・災害救援（HA/DR）、違

法漁業や不法取引への対策等、海洋安全保障分野における近隣諸国との防衛協力

が可能となっている。

　この地域におけるHA/DRでの協力については、まず、1992年12月に豪州と

ニュージーランドとの間で締結されたFRANZ協定が挙げられる。南太平洋地域で

サイクロンや津波などの自然災害が発生した際に、軍事・文民支援を調整・合理

化することを目的に開始された枠組みである45。

　また、ニューカレドニア駐屯仏軍が主催しているのが、多国間共同訓練「南十

字星」である。これはHA/DRのための運用能力の向上を目的とし、太平洋およ

び東南アジアのパートナー国を参加対象国としている。さらに仏軍は米軍主催の

「パシフィック・パートナーシップ」にも参加している。HA/DRの能力向上を目的

とした多国間事業で、米海軍を主体とする艦艇が毎年域内諸国を訪問し、医療活

動や文化交流などを行うとともに、各国の政府、軍組織、NGO、国際機関などと

協力することで、各アクターの連携や活動の円滑化を図るものである。そのほか

にも、インドネシア海軍が主催する多国間共同訓練「コモド」にも参加している46。

　そして、海洋安全保障の強化を図るため、フランスは豪州、ニュージーラン

ド、米国と太平洋地域における安全保障協力のための「四カ国防衛調整グループ

（Quadrilateral Defense Coordination Group：QUAD）」を形成している。主な

任務は違法漁業への対処や海洋資源の保護などである47。

　そのほかにもフランスは、豪海軍主催の海上共同訓練「カカドゥ」や同空軍主



12

催の共同演習「ピッチ・ブラック」、米海軍主催の「環太平洋合同演習（リムパッ

ク）」など、多くの多国間演習に参加している48。

　また、戦略・防衛対話にも積極的である。例えば、政治レベルでは、南太平洋

国防大臣会議（SPDMM）やアジア安全保障会議（シャングリラ会合）への参

加が挙げられる。軍事レベルでは、米太平洋軍が中心となって開催しているア

ジア太平洋諸国参謀総長等会議（CHOD）やアジア太平洋地域情報部長等会議

（APICC）、あるいはインド洋海軍シンポジウムや西太平洋海軍シンポジウムなど

への参加がある49。

　なお、構造的協力としては、パートナー諸国との間で専門知識や訓練技術を共有

し、その能力構築に努めている。主たる事業として、アジア諸国から毎年100人近

くの士官を仏軍事機関で受け入れ、教育や助言を行っている。また、各国軍に専門

的な任務について指導したり、PKO訓練センターの支援を行ったりしている50。

（2）豪州
　太平洋地域において、近年フランスが急速に関係を緊密化させているのが豪州

である。「戦略レビュー」においても、豪州はこの地域において「信頼できる能力

のあるパートナー」と評され、「構造化された永続的なパートナーシップを築いて

いる」と記されている51。

　上述のように、仏豪は多国間枠組み（協定）の中で防衛協力を進めてきたが、

2006年12月には二国間の「防衛協力と部隊地位に関する協定」を締結した。そし

て2012年1月、サルコジ政権下で「戦略的パートナーシップ」が結ばれたことで、

両国の関係は新たな段階に入った。これは包括的な枠組みであるが、防衛分野で

は、災害援助や救援、そして安全保障の確保に向けて緊密に協力していくこと、

そして各レベルでの戦略対話を活発化させることが確認されている52。

　その戦略的関係がさらに発展する契機となったのが、豪州の次期潜水艦計画で

ある。2016年4月、豪州は12隻の次期潜水艦の共同開発相手にフランスを選び、

仏造船企業DCNS（現Naval Group）が総額約345億ユーロ（約4兆3,000億円）で

これを受注した。同年12月には、枠組み協定とともに、機密情報の交換と相互保

護に関する協定も締結された。現在、この事業は両国の防衛協力の鍵となってお

り、これをもとに、今後、仏豪関係は防衛産業を含む防衛・安全保障分野でます
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ます緊密になっていくと考えられる53。

　こうした大型契約を受けて、仏豪関係は2017年3月に「強化された戦略パート

ナーシップ」に格上げされた54。2018年5月のマクロン訪豪時には両国首脳による

「共通ヴィション」が発表され、その中で特にインド太平洋地域においてルールに

基づく秩序を維持するために両国が協力を強化していく方針が打ち出された。ま

た、同時に、両国の国防大臣の間で、防衛協力を深化させるための相互補給支援

協定が締結された55。これにより相互運用性が向上する仏豪両軍は、共同演習や

共同作戦、そしてHA/DR任務といった活動をより円滑に進めることができるよう

になるだろう。

（3）インド
　フランスにとって、中国の海洋進出をはじめ海洋安全保障の問題に直面するイ

ンド洋の安定化を実現する上で、インドは必要不可欠な戦略的パートナーである。

それゆえ、2013年の「白書」では「フランスはインド洋において特別な役割を果

たしているが、それはインドとの特権的な関係を発展させたことで強化されてい

る」と記されている56。

　フランスはシラク政権下の1998年、原子力、宇宙、防衛分野での協力を柱とす

る「戦略的パートナーシップ」をインドと結んだ57。防衛協力については、2006

年に「防衛協力に関する協定」を結び、向こう10年間、両国間で防衛産業、生

産、研究・開発、調達の面での協力を促進することが打ち出された。また、この

協定には、戦略対話、軍人交流、共同演習・訓練、技術移転などでの協力も含ま

れていた。具体的な協力内容については、インドの国防長官とフランスの国防省

代表の間で毎年行われる「防衛協力に関する高級委員会」で定められる58。そし

て、2016年にオランド（François Hollande）大統領が訪印した際には、「防衛協

力に関する協定」を10年延長することが決定された59。

　防衛装備面での仏印協力は冷戦期から始まっている。非同盟のインドにとって、

西側諸国の中でも戦略的自立を追求するフランスは相対的に協力しやすい相手で

あった。特に、1980年代からインドは武器購入先としてソ連への依存を相対的に

減らし、多角化を模索する中で対仏関係を強化していった60。近年、フランスは

インド軍近代化の主要なパートナーとなっている。2006年には、DCNSがインド
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政府と契約し、6隻のスコルペヌ級通常型潜水艦をインドの造船会社と共同で建造

することになった。2016年には、インドが仏ダッソー ・アビアシオンの戦闘機ラ

ファール36機を約78億ユーロ（約8,800億円）で購入する契約が結ばれた。これ

らの実績をもとに、両国の技術・防衛産業面での協力関係は今後いっそう深化し

ていくと考えられる61。

　また、二国間軍事演習も活発に行われている。両海軍の間では、相互運用性を

高め、必要な時に共同オペレーションが実施できるよう、軍事演習「ヴァルナ」

が2001年から行われている。2003年からは、空軍パイロットの専門技術や知識

を共有し、空中給油を含む相互運用性を高めるための演習「ガルーダ」が両国に

おいて交互に実施されている。さらに、2011年から陸軍間で行われている演習が

「シャクティ」である。対テロ作戦を想定し、経験や専門知識の交換を通じて山岳

戦での戦闘能力や相互運用性の向上を図る演習である62。

　このほかにも、安全保障問題全般に関する戦略対話、対テロ共同作業部会、サ

イバー安全保障対話など、防衛対話の枠組みがさまざまなレベルで構築されてい

る63。中でもフランスのインド洋へのさらなる関与を示すものとして、2016年に

は「高級事務レベル海洋安全保障対話」が新たに始まった。これはインド洋にお

けるシーレーンの安全確保、海賊・テロ対策、海洋状況把握（Maritime Domain 

Awareness: MDA）などを軍民で議論する枠組みである。2017年の第2回対話の際

にはホワイト・シッピング（White Shipping）協定が結ばれ、海上交通情報の交

換やインド洋のMDA強化が図られた64。

　さらに、2018年3月にマクロンがインドを訪れた際には「インド洋地域におけ

る仏印協力に関する共同戦略ヴィジョン」が打ち出される。そこでは、従来の二

国間協力にとどまらず、必要であれば、他の戦略パートナー（例えば豪州）も関

与させて「三カ国（多国）間」で協力していく意向が示された。また、仏印両首

脳はMDAについて、ホワイト・シッピング協定の早期履行、インド洋を監視する

ための衛星システムの共同開発に関する覚書の署名を歓迎した65。そしてこの時、

インドにとっては米国に次いで2カ国めとなる相互補給支援協定も新たに締結され

た。両国は基地を含む軍事設備を相互に融通することができ、インド洋における

両国の海軍活動は拡大することになったのである66。



15

4   おわりに

　以上、みてきたように、フランスでは「防衛外交」やそれに類する概念は多く

は用いられず、またこれに関連する体系だった文書もない。それゆえ、防衛・安

全保障戦略全体の中での位置付けも必ずしも明確ではない。とはいえ、実績をみ

れば、フランスは冷戦後、危機の予防を最大の目的に防衛外交の範疇に入る諸活

動に力を注いできた。

　フランスは、自国の強みを生かして防衛・安全保障協力をはじめとする諸活動

を行なってきたといえよう。事例として取り上げたRECAMPは、フランスがこれ

まで蓄積した能力やノウハウに加え、駐在武官や派遣される専門家、そして何よ

りも海外基地の存在によって可能となっている。

　また、ENVRは英語圏やポルトガル語圏諸国の学生にも開かれてはいるが、そ

れでも実態として仏語圏諸国の学生が多いことを考えると、支援対象国と言語を

共有するアドバンテージは大きい。ただし、このことは言語によってアフリカ諸

国を分断してしまう危険があるため、課題としても指摘できる。1990年代から次

第にアフリカ諸国とのパートナーシップをもとにした関係を構築しようと試みた

フランスではあるが、その強みは1990年代までにつくられた旧植民地諸国との関

係の遺産によるところが大きい。

　さらに、豪州やインド等の国との協力にみられるのは、共同訓練・演習やさま

ざまな分野・レベルでの戦略対話のみならず、大規模な装備移転（武器輸出）が

関係強化のもとになっていることである。日本でも2014年に「武器輸出三原則」

に代わる新たな原則として「防衛装備移転三原則」が策定されたが、依然として

制約や課題も多い。上記いずれも、日本が同様の内容で同規模で行うのは現実的

には難しいだろう。

　もっとも、フランスの「防衛外交」にも課題がないわけではない。例えば、そ

の政策効果をいかに評価するかは常に難しい。フランスはルワンダの失敗を契機

として、直接的な軍事介入を控え、新たにアフリカ諸国の能力構築を行おうとし

た。それ以来、着実にその能力は向上しているものの、近年、再びフランスの直

接介入が増えていることから、当初の目的である安全保障問題の「アフリカ化」

はいまだ達成しえていないということになろう。そうした中で、例えば予算の制
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約が出てきたときに、いかに事業を長く継続するかは難しい課題となる。

　最後に、日本への含意を若干指摘したい。まずは、より効果的な防衛外交を実

施する上で、アドホックではない省庁間協力の体制、あるいは省庁横断的な体制

を整える必要がある。フランスでは、防衛・安全保障問題と治安問題を包括的に

捉えて、それにあわせた機構改革を行ってきた。支援を行う際に、必ずしも軍の

相手が軍とは限らないからでもある。それゆえ、国家憲兵隊や警察、専門家など

も一体となって事業を支えているのである。

　日本では、この点について政府一体となった取り組みが必ずしも十分とはいえ

ない状況である67。そこで、国家安全保障局（NSS）内に、防衛省を中心に各省

庁の出向者から構成される防衛外交を担うチームをつくることは一案として考え

うる。また、そこで政府開発援助（ODA）と防衛外交を統合させた戦略を練るこ

とはできないか。フランスの事例では明らかにできなかったが、佐官級交流や退

役将官交流などを実施する公益財団法人笹川平和財団のような民間団体や大学な

どの教育機関との協力強化も必要だろう。

　また、フランスの事例から、協力の対象を「国」のみに注目するのではなく

「地域」にも目を向けて、他国、例えば同盟国である米国や豪州等と連携・調整し

ていくことも今後の課題として挙げられよう。対象を「地域」とすることで域内

協力を促進させ、その自助能力の向上に繋がると考えられる。当然、域内の国家

間の微妙な関係には細心の注意が必要だが、上記の利点に加え、コストの観点か

らも検討するに値しよう。日本周辺の安全保障環境が悪化し、限られたリソース

をより中長期的な防衛外交に割くことが後回しになりかねない中、こうした視点

を持つことは肝要と考えられる。そしてそのためには、協力実施主体の連携も必

要である。当然、各々の国が防衛外交の目的の一つとして影響力の維持・拡大を

掲げていることから、分野によっては協力・調整するのは難しいかもしれない。

それでも、国や地域の安定という共通目的のために、支援の重複を回避し各国の

強みを生かした連携は不可能ではない。協力の「多国間化」のためにも、まずは、

防衛外交に関するセミナーや戦略対話を開いて実施主体側の相互理解を深めてい

く必要があろう。
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